
法曹養成制度検討会議

第４回会議 議事録

第１ 日 時 平成２４年１１月２９日（木）自 午前１０時０１分

至 午後 ０時１２分

第２ 場 所 法務省第一会議室

第３ 議 題

１ 開 会

２ 法科大学院視察結果報告

３ 法科大学院制度のこれまでの成果，課題，改善方策，および今後の方向性（文部科学省

報告）

４ 教育の質の向上について

５ 定員，設置数について

６ 認証評価について

７ 次回の予定

８ 閉 会

第４ 出席委員等 佐々木座長，竹歳内閣官房副長官，松野法務大臣政務官，文部科学省板東

高等教育局長（笠文部科学副大臣代理），伊藤委員，井上委員，岡田委員，

鎌田委員，清原委員，久保委員，国分委員，田島委員，田中委員，萩原委

員，丸島委員，山口委員，和田委員，最高裁判所事務総局小林審議官，最

高検察庁林オブザーバー，日本弁護士連合会橋本オブザーバー
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議 事

○松並官房付 予定の時刻となりましたので，法曹養成制度検討会議の第４回会議を始めさせ

ていただきます。進行は佐々木座長にお願いいたします。

○佐々木座長 おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。

本日は，大島総務副大臣，武正財務副大臣，笠文部科学副大臣，岸本経済産業大臣政務官，

翁委員，南雲委員，宮脇委員が御欠席でございます。笠文部科学副大臣の代理として，板東

高等教育局長が御出席になっておられます。

それでは，資料の説明を事務局からお願いします。

○松並官房付 本日，皆様のお手元にお配りしております資料は５点ございます。資料１－１

及び１－２は，成蹊大学及び一橋大学法科大学院視察の概要に関する資料です。資料２－１

及び２－２は，文部科学省作成の法科大学院制度のこれまでの成果，課題，改善方策及び今

後の方向性に関する資料と法科大学院おける受験指導等に関する資料です。資料３は事務局

作成の資料です。資料４は和田委員の提出資料です。資料５は日本弁護士連合会の提出資料

です。

また，席上には各種参考資料をつづったファイルを置いておりますが，前回の会議以降に，

平成２４年司法試験予備試験の結果を踏まえ，その資料を更新しております。適宜御参照

ください。

○佐々木座長 ありがとうございます。

ここで，会議資料及び会議議事録の公開につきまして，委員各位にお諮りしたいと思いま

す。

御案内のように，本会議の会議資料及び議事録は，運営要領によりまして，会議終了後速

やかに法務省ホームページで公表するということにされておりますが，座長が必要と認める

ときは会議に諮って資料を公表しないことができることとされております。

本日，和田委員から御提出いただきました資料４のうち，５ページから１０ページまでの

部分については，特定の法科大学院の教育の在り方について率直な御意見が書かれている資

料となりますけれども，本会議においては，法科大学院における教育の在り方については検

討する必要があるものの，特定の法科大学院を取り上げて，その教育の当否を論ずるのは相

当でないように思いますので，そのような誤解を招かないためにも，資料及び議事録上，非

公開の取扱いとさせていただきたいと思います。

御提出いただきました和田委員からは，資料の取扱い方について，事実上御了解をいただ

いているところでございますけれども，委員各位の御賛同もいただきたいと思いますが，い

かがでございましょうか。よろしいでしょうか。

（一同了承）

それでは，そのように取扱いをさせていただきます。

それでは，議事に入ります。お手元に議事次第がございますが，まず，前回の会議後，１

１月６日に成蹊大学及び一橋大学の法科大学院への視察を実施しましたので，その概要に

つきまして，大変御苦労でございますが，丸島委員から御報告をお願いいたします。

○丸島委員 それでは，私の方から，先日実施いたしました法科大学院の視察について御報告

を申し上げます。平成２４年１１月６日，成蹊大学法科大学院と一橋大学法科大学院の視察
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を行いましたが，まず，成蹊大学法科大学院の視察について御報告をいたします。資料は，

お手元の資料１－１を御覧ください。

１１月６日の１０時半から午後０時２５分頃まで視察を行いましたが，松野法務大臣政務

官のほか，委員からは，久保委員，国分委員，田島委員，和田委員，そして私が参加しまし

た。

成蹊大学法科大学院からは，概要説明として，資料１－１の末尾に概要説明資料とパンフ

レットの抜粋が付けてございますが，これらの資料の提出をいただきましたので，御参照い

ただければ幸いでございます。

次に，視察の状況を御報告いたします。

資料１－１の第４，概要のところでございますが，冒頭，松野法務大臣政務官からの御挨

拶等をいただきました後，第４の２にありますとおり，授業見学を行いました。授業は２年

生の必修科目「行政法ⅡＡ」ということで，内容は行政訴訟に関する授業でありました。約

２５分間見学させていただきました。

授業見学の後，学生との意見交換会が行われました。資料の第４の３に書かれているとお

りの出席者でありまして，既修，未修，法学部出身，非法学部出身などの多様な学生の方か

ら意見を聞くことができました。

出席された学生の方々から出された意見を幾つか申し上げます。成蹊大学は，一番の特色

は，社会人，働いておられる学生が多くおられ，また，こうした社会人の教育に力を入れて

おられます。仕事のために時間のない社会人が学ぶための設備が大変充実しております。そ

して，社会人や社会人経験者と若い学生たちが一緒に勉強する環境にあることが，互いに非

常によい刺激になっているという意見が出されておりました。また，不安な点ということに

ついては，特に未修者でありますが，全国レベルで自分の勉強の到達点といいますか，自分

の位置がどのあたりにあるのかというか，その目安がわからないことが不安であるという意

見が出されておりました。また，受験回数制限に関しては，司法試験の合格水準に達してい

ない人を合格させるべきだとは思わないけれども，今のような低い合格率の中で受験回数制

限があるのは疑問であり，負担であり，納得できないという趣旨の御発言がありました。さ

らに，合格者数については，今以上に増やすことは難しいかもしれないが，減らさないでほ

しいという意見が出されておりました。

さらに引き続いて，第４の４にあります教員の皆さんとの意見交換が行われました。出席

者は，実務家，研究者，それぞれの教員の方々であります。

教員から出された意見としましては，成蹊大学法科大学院の特色は，社会人を多く入学さ

せて社会人を大事にしているところであるということで，この点は学生と同じく強調されま

した。そのために，平日の夜間，そして土曜日の開講はもちろんですが，授業時間に大学ま

で来られない人のために都心にサテライト校を置いている。そして，双方向で会話できるシ

ステムにより授業を受けることができるように整備している。また，原則として全ての授業

を録画し，欠席した学生や復習したい学生が後日それを見ることができるようにしているな

どという，幾つかの成蹊大学の取組の特徴が紹介されました。

成蹊大学の法科大学院の視察については，おおむね以上であります。

引き続いて，同じ日の午後１時１５分から３時５０分まで，一橋大学法科大学院の視察を

行いました。一橋大学の視察状況については，資料１－２にありますので，御覧いただけれ
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ばと思います。

視察に出席した委員などについては，資料に記載のとおりであります。

まず，資料１－２の第４の１にありますとおり，一橋大学の法科大学院の概要について御

説明がありました。これについては，資料１－２の後ろに付けております「一橋大学法科大

学院の概要」，後藤昭教授の概要レジュメがあります。これを御参考いただければと思いま

す。

そして，その後，授業見学を行いました。１年生の必修科目であります「刑法Ⅱ」であり

ます。これは事実の錯誤と故意犯という比較的基本的な論点といいますか，その講義を２５

分間見学した後，２年生の選択科目であります「独占禁止法Ⅰ」でカルテルを取り上げた授

業でありましたが，これを約１５分間見学いたしました。

授業見学の後，第４の３にありますように，学生との意見交換が行われました。ここでも，

既修，未修，法学部出身，非法学部出身，社会人経験者という，様々な学生の意見を聞くこ

とができました。

一橋の法科大学院については，司法試験合格率が高い，あるいは，未修者の教育にも力を

入れておられるなど，いろいろな評価があるところでありますが，学生との意見交換の中で

は，法学部出身の学生に対して，法学部の授業と法科大学院の授業ではどういう違いがある

かとの質問がありました。これに対して，同じ科目でも，法学部の授業は学問的というか理

論的という側面が強いものであるけれども，法科大学院の授業は，それを踏まえた上で，よ

り実際の社会に近い内容であるということを感じるという意見が出されました。また，法学

部出身で未修コースに進んだ学生は，学部の授業ではやはりそれぞれの分野の全部の範囲を

学ぶことはできない，法科大学院に来て初めて習うことも多い，大学の段階で自分が法律の

基礎を学べていないというふうに感じたので，法科大学院は未修者コースからきちっと勉強

しようと思ったという意見を述べられました。一橋では，未修者がきちんとそれぞれの科目

の全範囲をしっかりと学べるようにしてくれているところがいいと思うとの感想を聞きまし

た。さらに，純粋未修者だけを対象にしたゼミがあって，これは純粋未修者の力を伸ばす上

では非常に役に立ったというふうな御意見もありました。これに関連して，一橋大学の法科

大学院は，学生同士の自主的なゼミを行っていて，互いに鍛え合い教え合いながら勉強する

ことが広く行われていると，これが一橋の評価が高いとされる一つの特徴でもあるという意

見が出されていました。さらに，受験回数制限との関係では，３回受験しても合格できなか

った場合のことを考えると不安であるということなど，成蹊と同じような意見が出されてお

りました。

続きまして，第４の４にありますとおりに，教員の皆さんとの意見交換を行いました。

教員との意見交換の中では，一橋大学法科大学院の未修者の合格率が高いことについて，

どのような工夫や努力がされているかという質問がありました。１年次に商法や行政法の科

目をやらないで，主要５科目，これは憲・民・刑・訴訟法のことでしょうが，主要５科目に

集中して基礎固めを行っていることが成果を上げているのではないかという御意見がありま

した。それから，入学者選抜について，さらに改善が今後必要であるけれども，幸いに現状

においては非常に多くの出願者を確保できており，そのような高い出願倍率を確保できてい

ることが，学生の質の確保という点でよい結果につながっているということでありました。

さらには，法科大学院の適正規模についての御発言がございました。一橋は，既修者６０
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名，未修者２５名の合計８５名の学生数でありますが，学生数が余り少な過ぎると，多方向

で多様な意見のやりとりができない，また学生の相互研鑽というものが欠けるのではないか

という側面があることが指摘されました。さらに，他方では，教員と学生との関係について，

適正規模であることにより学生に対してきめ細かい指導がよくできる。きめ細かい指導，教

育，また学生に対するきめ細かい評価，そして面倒見，こういうものを含めて，一橋は法科

大学院の規模として適切であり，よかったのではないかという御意見でございました。以上，

御報告させていただきました。

○佐々木座長 どうもありがとうございました。

御参加の方にはいろいろお感じになったことはあろうかと思いますが，今後の御審議にい

かして御発言いただければと思っております。

本日は，議事次第にございますように，法科大学院について，「教育の質の向上」，「定員，

設置数」，「認証評価」の３点について議論することとなっております。その前提として，資

料の説明をしていただきたいと思うわけでありますが，まず手始めに，法科大学院制度のこ

れまでの成果，課題，改善方策及び今後の方向性につきまして，文部科学省の板東高等教育

局長から御説明をお願いしたいと思います。

○板東高等教育局長 それでは，御説明をさせていただきます。資料２－１の方を御覧いただ

ければと思います。

１ページ目に概要を付けさせていただいております。法科大学院がスタートしたのが平成

１６年度でございますけれども，どういう趣旨に立って法科大学院ができてきたのか，そし

て，どういう成果を上げてきたのか，また一方では課題が生じてきているということで２次

にわたる改革をしてきたということの概要を御説明させていただく資料でございます。具体

的な中身につきましては，更に御説明をさせていただきますけれども，まず全体として，そ

の趣旨に立った形で法科大学院がさらに発展をしていくよう，第１次の改革を行い，現在は

第２次の改革を進めている途中というところでございます。

まず，２ページを御覧いただきたいと思います。スタートしたときの考え方でございます

けれども，プロセスとしての法曹養成制度の充実ということが重要なポイントであったわけ

であります。

３ページに出てまいりますけれども，平成１３年６月の司法制度改革審議会意見書におき

まして，これから２１世紀の司法を支える法曹養成というのはいかにあるべきかという議論

をしていただき，その中で，質・量ともに豊かな法曹養成をする仕組みを構築していく必要

があるということが指摘されたわけであります。

そして，司法試験につきましては，点による選抜ということになっているのではないかと。

非常に競争倍率が高い中で，受験技術に走ったような形の準備教育が法学部以外の司法試験

予備校などで行われ，それに学生がダブルスクールをしているというような状況というのが

非常に顕著であるというようなことも指摘されておりました。そのような中で，法学教育，

司法試験，それから司法修習，これらを有機的に連携させたプロセスとしての法曹養成制度

を整備していく必要があるだろうということ，それから，２１世紀社会におきます法曹に関

する様々な多様な需要ということに対応していくための法曹人口の大幅な増加ということに

も対応していく必要があるのではないかということで，３，０００人の合格者を目指すべき

であるということが当時御指摘をされております。
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そして，法科大学院の教育水準につきましては，７，８割の学生が合格し得るような質の

高い教育を実施するような法科大学院を整備していくということ，また，法科大学院の設置

につきましては，幅広い参入を認める仕組みとすべきではないかということ，こういったと

ころをポイントといたしまして，さらに，認証評価をきちんと実施していくということも，

事後的な質の改善・充実ということで挙げているわけであります。こういった制度設計の考

え方で法科大学院がスタートしたわけでございます。次のページにそれを示させていただい

ております。

そして，こういったプロセス養成の導入によりまして，法曹養成については一定の教育的

な効果も上がってきているということであります。多様な人材の受入れが従来に比べて進ん

できているということや，教育課程の充実，教育方法の充実を通じまして，例えば，リーガ

ルマインドに基づく課題解決能力の涵養といったところで大きな成果を上げてきているので

はないかといったようなこと，法学部教育，法科大学院教育の教育方法のところでも双方向

の教育を通じて教育改善が進んでいるという状況はございます。それから，体験的な学習機

会の提供や，理論と実務の架橋といったようなことを確立していこうというねらいによりま

して，教育的な効果も上げてきているということがございます。

一方で，課題のところが非常に大きくなってきたということで，６ページを御覧いただき

たいと思います。一つ一番大きいのは，入学者と司法試験の合格者との間の乖離ということ

でございます。法科大学院への入学者につきましては，先ほどの幅広い参入を認めるという

ことで，ピークのときには７４大学，５，８００人でございました。一方，出口でございま

す司法試験合格者につきましては，平成２０年度以降を見ましても２，０００人程度で推移

をしているということがございまして，この人数的な乖離というのが大きいということがご

ざいます。その中で合格率が低迷をする，不合格の人が累積をしていくということにより，

更に合格率の低迷をしてきているというような課題が出てきたわけでございます。この中か

ら派生する様々な課題といたしまして，教育の質の問題，それから評価の在り方の問題，ま

た，志願者の減少と入学者選抜における競争性のところにも課題が出てきております。ある

いは，多様な人材が入ってくるというねらいのところについて，従来以上に社会人や他学部

出身の割合が減ってきているというような状況が出てきているということでございます。

それによりまして，これらについて第１の改革と申しますか，総合的な改革をしていこう

ということで，７ページにございますけれども，平成２１年４月の中教審の報告におきまし

て，教育体制の見直しを徹底的に行っていこうということと，教育の質の改善，評価システ

ムの改善などを通じまして，総合的に改善を図っていこうということを打ち出しております。

まず，教育体制の見直しといたしましては，入学定員の見直しを促進していこうというこ

とでございます。ピークのときに約５，８００人であった入学定員を縮小していくというこ

と，それから，入学者選抜における競争的な環境を確保するということで，競争倍率２倍以

上を確保することを徹底しようということ，そして，課題を抱えているような法科大学院に

対する公的支援を見直しましょうということで，今年度から適用しているところでございま

す。

教育の質の改善といたしましては，共通の到達目標モデルを設定しまして，各大学でそれ

に従った形で，それぞれの大学の目標設定をきちんとしていこうというようなことなど，教

育の質の改善について幾つかのポイントを出しております。
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評価システムの改善といたしましては，認証評価の在り方についての改善をしております。

入学者の質の確保といたしましては，志願者の減少や入学定員の見直しなどとあわせまし

て，入学者選抜における競争的な環境，競争的倍率２倍以上ということを確保していこうと

いったようなことを実施しているということでございます。

８ページから，その見直しの進捗状況ということでございますけれども，まず，入学定員

につきまして，ピーク時から見ますと２割の減ということで，４，５００人弱という状況で

ございます。そして実際，先ほどの競争倍率の確保などによりまして，実際の入学者につき

ましてはピーク時から見て約４割強の減ということで，３，１００人余りという状況でござ

います。それから，先ほどの公的支援の見直しその他，組織的な見直しの促進によりまして，

学生募集停止を公表した法科大学院が５校ということでございます。

そして，９ページにございますように，入学者数は１８年から２４年にかけて大幅に減少

しておりますけれども，この中で特に顕著なのは，未修の入学者数の減少が大きいという状

況がございます。

１０ページでございます。先ほどの質の改善ということに関しましては，到達目標の設定

というのが現在５２校で設定，あるいは設定予定ということでございますし，成績評価・修

了認定の厳格化ということで，法科大学院のうち９５％で進級制の導入を図ったということ

でございますし，標準修業年限修了者の割合が８割から，今６８％余りというように，かな

り厳格な修了認定をしてきているという状況がございます。それから，法律基本科目の量

的・質的な充実を目指し，特に未修者の教育をしっかりということで，法律基本科目６単位

に増加できるような省令改正を行い，これにより，５０校が単位数を増加したという状況で

ございます。

それから，評価システムにつきましては１１ページにございますように，評価基準・方法

の改善などを図ってきているところでございます。また，課題を抱える法科大学院の改善状

況につきましては，中教審の特別委員会におきまして，改善状況のフォローアップをきめ細

かく実施しておりまして，直近の調査では３１大学を対象に，重点的なフォローアップを行

っているということでございます。

こういった第１の改革と申しますか，一連の総合的な取組をしてきているところでござい

ますが，やはり課題のところがまだ大きく残っている，あるいは，新たに検討すべき点が出

てきているということで，１２ページでございますけれども，大きく２つの課題があるかと

思っております。

１番目の課題といたしましては，法科大学院ごとの差が大きくなってきているということ

です。非常に充実した教育が行われ，司法試験の合格率も高い水準を維持しているところも

あれば，入学者自体が非常に少なくなり，司法試験の合格率も低迷しているところがあると

いうような状況がございます。ここにございますように，３年連続で司法試験合格率が全国

平均の半分未満の法科大学院が２０校ということでございますし，それから，入学定員の充

足率が２年連続で５０％未満の法科大学院が１９校という状況でございます。このような課

題を抱える法科大学院につきまして，対応していかなくてはいけないというのが一つ大きな

課題でございますけれども，実は入学者全体に占めるこれらの大学の割合というのは今大幅

に減少しておりまして，全体の約８．５％というような状況でございます。これらについて，

引き続き一層の組織見直しを促進するため，公的支援の更なる見直しにより加速をしていこ
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うという取組を始めているところでございます。

１３ページにございますように，公的支援の更なる見直しにつきましては，細かい資料で

お分かりになりにくいところがあるかと思いますけれども，従来は３年連続で司法試験合格

率が全国平均の半分未満，かつ，直近の競争倍率が２倍未満であった場合に公的支援の削減

の対象となるということを平成２４年度予算から適用するということでございました。これ

を更に見直していこうということで，２６年度予算から一層の徹底した制度をとっていこう

ということで，既にアナウンスをしているところでございますけれども，３年連続で司法試

験合格率が全国平均の半分未満，直近の競争倍率が２倍未満，２年連続で入学定員の充足率

５０％未満，という３つの指標を見まして，これらの２つに該当した場合，あるいは，１つ

の指標にだけ該当しているんだけれども，その状況が非常に深刻であるという場合について

は公的支援の削減の対象となるということを決定したところでございます。これは来年の９

月にならないと対象校が決まってまいりませんけれども，今のデータで大体見てまいります

と，２５校程度が当たってくるのではないかと考えているところでございます。こういった

中で，組織の再編・統合，あるいは定員の削減などを加速していこうということでございま

す。

それから，もう一つ大きな課題としてございますのは，１４ページにございますように，

法学未修者問題ということでございます。先ほど申し上げましたように，未修者について入

学者が急速に減ってきているということ，それから合格率につきまして，この資料にもござ

いますように，累積合格率が既修者と未修者の間に大きな差があると，２倍以上の差がある

という状況，修了率についても差があるという状況がございます。こういう中で，やはり法

曹養成制度，新しい法曹養成制度のスタートのときの多様な人材を確保していこうというね

らいが十分にいかされていかないのではないかということで，法学未修者教育の抜本的な充

実を図っていくということが必要であるというふうに思っております。これにつきまして，

今，中教審のワーキンググループを設けまして，未修者教育の抜本的な充実方策について検

討しているところでございます。これにつきましては，今日までに取りまとめができており

ませんので，次回，この内容につきまして御報告，御説明を申し上げたいと思っております。

以上のようなことも含め，１５ページでございますけれども，今２つの課題を申し上げま

したけれども，それらを含め，法科大学院全般につきまして一層の充実を図っていこうとい

うことで，法科大学院教育改善プランを７月に策定いたしました。総合的な法科大学院教育

の改善，徹底的な改善を図っていこうということで，改善方策の柱といたしましては，法科

大学院教育の成果についての積極的な発信も重要なのではないかということ。先ほど申し上

げましたように，一定の教育的な成果というものを上げているところがなかなか発信できて

いないのではないかということがございます。これを進めていこうということとともに，課

題を抱える法科大学院については，先ほど申しましたような取組の加速をしていこうという

こと，未修者教育の充実，法科大学院教育の質の改善をさらに促進していこうということで，

このプランの工程を提示しながら，改革を加速していこうということで，現在進めていると

ころでございます。法科大学院全体の状況については以上でございます。

資料２－２でございますけれども，これは，受験指導などについて，文部科学省の方から

どういう指導をしているのかということでございます。一時，受験指導を法科大学院でいろ

いろ行っているのではないかということが問題になったところでございます。それを踏まえ

資料３



8

まして，法科大学院について，法科大学院制度の趣旨に立った指導を行っているところでご

ざいますけれども，この２にございますように，文部科学省として，平成１９年の中教審の

特別委員会などの報告を踏まえまして，次の趣旨を徹底させていただいております。司法試

験での回答の作成方法というのに傾斜したような技術的な司法試験対策など，機械的な暗記

などの教育というのは不適当だと。一方で，司法試験の問題や，それに類する形式の事案を

教材の一つとして使っていくということは当然あり得るのではないかということ。そして，

個々の指導が本来あるべき法科大学院教育として適当であるかどうかということ，それは，

目的，形式，対応の組合せによって総合的に判断していく必要があるのではないかと。この

ような趣旨につきまして，各法科大学院に対する趣旨の徹底を図ったところでございます。

以上でございます。

○佐々木座長 ありがとうございました。

それでは，議論に入る前に，今度は事務局からの提出資料がございますので，その説明を

お願いします。

○松並官房付 それでは，お手元の資料３を御覧ください。先ほど冒頭にございました，本日

御議論いただく論点に関する資料を順次取りまとめております。

まず，教育の質の向上に関して，法科大学院に関する基本データをまとめた資料を御説明

いたします。

１ページ・資料１を御覧ください。「法科大学院入学定員・入学者数の推移」ということ

で，合計人数の推移を棒グラフで表しております。次の２ページは，各法科大学院ごとに，

平成１７年度と平成２４年度の入学定員を比較した表になっており，全ての大学で一定程度

の削減が行われていることがわかります。

次に３ページ・資料２を御覧ください。「平成２４年度の入学者数及び競争倍率の分布」

について，上の円グラフでは，入学者数について，２０名以上，１０名から１９名，９名以

下にそれぞれ色分けして示しております。下の円グラフでは，競争倍率について，２.０倍

以上，１．５倍から２.０倍の間，１倍から１．５倍の間に分けて示しております。また，

ページの下部には，法科大学院における入学者選抜の方式について整理しております。

次に４ページ・資料３を御覧ください。「法科大学院における進級制度について」の資料

となっております。ＧＰＡ制度を始めとする厳格な成績評価の実施により，未修者の１年次

から２年次への進級率は，折れ線グラフが示すとおり，低下傾向にあります。

次に５ページ・資料４を御覧ください。「法科大学院における修了認定について」の資料

となっております。厳格な成績評価，修了認定の実施により，標準修業年限修了率は低下し

ております。グラフ上の折れ線グラフを見ていただきますと，標準修業年限修了率について，

一番上・オレンジ色の既修者，一番下・ピンク色の未修者，真ん中・緑色の全体を示してお

りますが，いずれも低下していることがお分かりいただけると思います。

次に，法科大学院の定員・設置数や認証評価に関する資料を御説明いたします。

まず６ページ・資料５を御覧ください。「法科大学院の定員・設置数等に関する意見の

例」について，法曹の養成に関するフォーラムの論点整理や本検討会議で述べられた意見を

まとめた資料になっております。１枚目は，「教育の質の向上との関係」，「司法試験合格状

況との関係」，「全国適正配置との関係」，また，次の７ページに入りますが，「定員削減の在

り方との関係」，「自主的な組織見直しとの関係」，「認証評価との関係」，「大学の自治との関

資料３



9

係」という観点から整理しております。

次に８ページ・資料６を御覧ください。これは，「法科大学院修了年度別累積合格者数・

合格率」をまとめた資料になっております。

次に９ページ・資料７を御覧ください。「累積合格率別に見た法科大学院の修了者数シミ

ュレーション」について，司法試験合格者数と累積合格率を一定の数値に仮定した場合に法

科大学院修了者数がどうなるかを整理した表となっております。次の１０ページですが，単

年合格率と累積合格率の関係についてシミュレーションしたものです。このシミュレーショ

ンでは，法科大学院修了者を例えば２，５００人，１年目から３年目までの合格率の推移を，

現状の合格率を参考に，それぞれ３：２：１と仮定した上で，１回目の合格率を３０％とし

た場合には，累積合格率が５０％になるという試算をしたものであります。この図の考え方

に基づいて，次の１１ページ，１２ページの表は，その仮定の下に，修了者数と１回目の合

格率を適宜設定した場合に，単年度合格率と累積合格率がどのようになっていくのかという

ものをシミュレーションしたものでございます。

次に１３ページ・資料８を御覧ください。先ほど文部科学省からも御説明がありましたと

おり，文部科学省においては，平成２２年に公表した方針に従い，本年度から課題のある法

科大学院の組織見直しを促進するための公的支援の見直しを行っております。この資料は，

平成２５年度における指標の該当状況を示すものであり，入学者選抜における競争倍率に関

する指標１と，司法試験に関する指標２の両指標に該当するものは４校となっております。

次の１４ページですが，各大学ごとの各指標の該当状況を示しております。大学名に赤色が

付いている大学は，平成２５年度の公的支援見直し対象の４校となっております。当該対象

校の平成２４年度入学定員は合計１１５人，入学者数は合計４４人となります。

次に１５ページ・資料９を御覧ください。文部科学省においては，本年９月に公表した方

針に従い，平成２６年度から指標として入学定員充足率を新たに加え，法科大学院の組織見

直しを促進するための公的支援の更なる見直しを行う予定としておりますが，この資料は，

その指標の内容を整理しております。次の１６ページは，入学定員充足率に関する状況を示

したものであり，文部科学省の公表した指標において基準とされている充足率０．５のとこ

ろに太線を引いております。

次に１７ページ・資料１０を御覧ください。法科大学院の設置状況について，都道府県ご

とに記載した資料となっております。

１８ページ・資料１１は，各法科大学院について，これまでの総合格率順ごとに司法試験

の結果，入学定員，実入学者数，認証評価の結果，平成２５年度の公的支援見直し該当校，

裁判官又は検察官の実務家教員の派遣状況を一覧表でまとめたものです。なお，従前より，

ある年度ごとの法科大学院修了者の受験者実数に対する司法試験の結果については，「累

積」という用語を用いて「累積合格者数」，「累積合格率」と表記しておりますが，本資料の

一番左側の欄は，全修了者の受験者実数に対する司法試験の結果ということでありますので，

「累積」の統計と区別する趣旨で，資料の表題のとおり，「総合格者数」，「総合格率」とい

う表記としております。

次に１９ページですが，先ほどの法科大学院の設置状況について，大学ごとの色を付して

表したものです。

さらに２０ページでは，司法試験合格者数の分布を法科大学院の総合格率ごとに円グラフ
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で表したものです。

次に２１ページ・資料１２を御覧ください。「法科大学院への裁判官及び検察官の派遣に

ついて」内容を整理した資料となっております。

また，２２ページには，「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」，いわ

ゆる連携法を抜粋しておりますので御参照ください。

次に２３ページ・資料１３を御覧ください。「法科大学院に対する人的支援（教員派遣）

の見直しに関する指摘」について，法科大学院の組織見直しの促進方策の一つとして，派遣

法に基づく派遣の見直しという指摘が挙げられていることを整理した資料となっております。

次に２４ページ・資料１４を御覧ください。「司法制度改革審議会意見書における認証評

価に関する制度設計」について，司法制度改革審議会意見書を抜粋して紹介しております。

司法試験法では，認証評価の適格認定の有無にかかわらず，法科大学院を修了した者に受験

資格を与える制度となっております。

最後に，２５ページ・資料１５は，認証評価の仕組み・認証評価のプロセスを表した資料

であり，次の２６ページでは，平成２２年に行われた法科大学院の認証評価制度の改善につ

いて表したものです。資料に関する説明は以上でございます。

○佐々木座長 ありがとうございました。

それでは，これから議論に入りますが，まず，教育の質の向上について検討をお願いした

いと思います。この論点につきましては，入学者の質の確保という入り口の段階から，教育

の質の確保という，いわば中間の段階，修了者の質の確保という出口といいますか，そうい

う段階，それぞれについて議論があると思います。どのような観点からでも結構でございま

すので，ただいまの資料等も御参考の上，御発言をいただければと思います。どうぞ，いか

がでございましょうか。

それじゃ，和田さんからどうぞ。今日は大変議題が多いので，御発言は，それぞれの皆さ

ん，要約的にお願いいたします。

○和田委員 前回，私は，法科大学院での教育は全体として適切なものではないと発言させて

いただきました。そこで今回は，その具体的な話をさせていただこうと思います。

まず，資料４の５ページを見ていただきますと，これは，前川清成参議院議員が，今年の

春に，民主党の法曹養成制度検討プロジェクトチームの皆さんとある法科大学院を視察した

際の様子が記載されたものです。前川議員の御承諾をいただいた上で，今回のこの検討会議

の資料として使わせていただくことにしたものです。

ただ，先ほど座長の方からお話がありましたように，具体的な大学名を一般に示すことに

なるのは穏当でないと思いますので，この資料自体は法務省のホームページには載せず，公

開される議事録でもＡ大学とさせていただこうと思います。

このＡ大学の法科大学院の民法の授業ですけれども，そのページの下の方の「準備もバッ

チリ」で始まる段落の１行目の最後の方から見ますと，「９０分の授業のうち，私たちが傍

聴した前半４５分は『意思表示とは，動機に導かれて，効果意思が発生し，意思表示，表示

行為に至る』等と，実務では何ら役に立たない観念論が，あたかも『お経』のように延々と

続きました。」とあります。

それから，次のページの２行目からを見ていただきますと，「六法を開くことは１度もな

く，条文に言及することもありません。『民法』の授業なのに。何のための『法科大学院』

資料３



11

だったのでしょうか。従前の法学部教員の悪いところを凝縮したような，つまりは実務に役

立たない，学者のオタク的な関心事項だけを学生に押しつけるような授業だったと言えば，

言い過ぎでしょうか。」とあります。

それから，次に９ページを見ていただきますと，別のＢ大学とさせていただきますけれど

も，憲法の授業について，半ばの「ところが」で始まる段落の２行目から見ますと，「教員

の話は飛びまくり，かつ，何について話しているのかも説明しないまま，『芦部説による

と・・・』だとか，そもそも法科大学院以前のレベルです。小学校の先生なら，保護者から

のクレームで，必ずクビだと思います。」とありまして，その後，１行飛びまして，「法解釈

ですから，まずは条文に則して問題点を指摘し，次いで，理由を示した上で結論をハッキリ

述べて，その後，事案に当てはめるというのが，法解釈における『三段論法』ですが，その

片鱗さえありません。」とあります。

それから，今度は資料４の１１ページで，これは私が日弁連法務研究財団のニューズレタ

ーに投稿して掲載していただいたものですけれども，例えば１の（２）を見ていただきます

と，「また，別の法科大学院では，ある学者教員が実務から遠い自分の研究分野を集中的に

取り上げ，レポートの課題もそこから出題されて学生にとって大きな負担となったため，勉

強熱心な真面目な学生らが，学者教員の関心に偏らない授業を要望したところ，その学者教

員から『それは予備校主義だ。』と拒否されたそうである。」とあります。

このような授業が法科大学院では現実に横行しているわけです。ほかにも，資料としては

付けませんでしたけれども，こういう話もあります。ある法科大学院の民法の授業では，出

席強制で学生は数多く出席しているけれども，その学者教員が自分の研究分野，つまり司法

試験にも実務にもおよそ関係がないようなことですけれども，それしか授業で扱わないため

に，教室の最前列の学生しか授業を聞いていないと。それ以外の学生は自分で司法試験の勉

強という内職をしているという話です。そういう状態を教員も学生も知っていて，互いに何

も言わないというんですね。そういう授業に税金から補助金が出ているというのは，私は国

民の納得が得られないことだと思います。ただ，そういう授業でも，教員が学生に内職をや

めろと言わないだけ，まだ学生にとっては有り難い授業だということのようです。

これも資料としては付けませんでしたけれども，今年の７月５日の東京新聞，あるいは今

年の８月２４日の日経新聞にも，法科大学院の授業は司法試験にも実務にも役立たないもの

であった，という修了生らの感想が報じられています。

他方で，学生としては，学者教員の科目の単位も取得しないといけませんので，司法試験

対策や実務にも直結しないような中間試験，期末試験の過去問を研究して，何とか留年しな

いように気をつけなければならない，という状況にもあるわけです。

このようなことが，現在ではメールとかツイッター等を通して，公式でないところでどん

どん伝えられるわけで，これも法科大学院志願者が激減している理由の一つだと思います。

あと，私自身が直接経験したことですけれども，次のようなことがありました。去年の秋，

私はある法科大学院の研究科長と雑談をする機会がありました。そのとき，私は，法科大学

院での教育は非常に重要だということを言いまして，それを具体的にいろいろとお話ししま

した。ところが，その研究科長は，「和田さん，なぜ教育，教育とそう熱くなるんだ。法科

大学院の教授といえども研究だけしていればいいんだよ。学生が司法試験に合格するかどう

かは，本人の元々の資質と本人の努力によるものなんだよ。」と言っていました。私は驚き
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まして，「じゃ，法科大学院は何のためにあるんですか。」と言いましたが，返事はありませ

んでした。その研究科長は，もちろん私がその１年後にこういう検討会議の委員を務めるな

どとは夢にも思っていませんからそういう発言をしたわけで，これは公式な調査をしても絶

対に表に現れない本音が出た言葉だと思います。その研究科長にとっては，法科大学院の教

授というのは研究だけをして給料がもらえるポストという意味になるようで，学生が余りに

もかわいそうだと思った次第です。

私は，率直に言いまして，司法試験に合格しておらず実務も知らない学者教員が法曹養成

をすること自体に無理があるように思えてなりません。学生から見ても，司法試験に合格し

ていない学者教員の授業と実務家教員の授業には，例外はあるにしても，有意に差があると

いう意見が非常に多いです。多くの学生は，学者教員の自己満足の授業に対する不満を感じ

ています。ただ，単位がもらえないと卒業できない，卒業できないと司法試験を受けられな

いということで，仕返しを恐れて公に声を上げにくいようです。制度の利用者に大きな不満

がありながら，それについて声を上げられないというのは，制度としておかしいと思います。

そのような不満の解消を図ることに積極的に取り組んでこそ，初めて法科大学院の志願者数

の回復が期待できると思いますし，法科大学院制度が国民の信頼に足りる制度になると思い

ます。

資料４の１０ページで，Ａ大学，Ｂ大学とは別のＣ大学とさせていただきますけれども，

前川議員は，司法試験に合格し司法修習も経験した教員について，次のように述べています。

そのページの半ば少し上の，「こちらは」で始まる段落を見ていただきますと，「事例に則し

て，条文を引用した上で，さらに事例の場合分けもし，『これが法科大学院の目指すべき授

業だ』と感じました。『口頭の提供』と，不特定物の『特定』の違いも上手く説明しておら

れました。教員の経歴書を拝見しますと，学者出身ですが，司法修習４０期のようです。や

っぱり，この違いでしょうか。」とあります。

この検討会議では，前回，国分委員の方から，医学部では医師免許の試験の合格に求めら

れる内容の１０倍くらいの教育がされている旨の御発言がありました。私は，医学部では教

員は全員医師免許の試験に合格しているからこそ，そのようなことが可能になるのだと思い

ます。

私は研究者もしていましたから，研究の重要性はもちろん認識しているつもりでありまし

て，司法試験に合格していない学者教員をそれだけの理由で貶めるつもりは全くありません。

けれども，実際に授業を受ける学生の立場からしますと，狭い専門を研究してきたことと実

務家を養成することとの間には，かなりのミスマッチがあると言わざるを得ないと思います。

それは，例えば，車のメカにどんなに詳しい専門家でも，運転免許の試験に合格していない

人は自動車教習所で教えるのには向いていない，ということと同じことだと思います。

一般の国民の皆さんは，法科大学院の教員の多くが司法試験に合格していないということ

は知らないと思います。私の所属している法律事務所の職員でさえ知りませんでした。私は，

一般の国民が広くこのことを知ったら，税金の使い方として納得できないと感じる人が多い

だろうと思います。

したがって，私は，法科大学院では，基本科目を担当する教員には，原則として司法試験

に合格し司法修習も経ていることを要求すべきであると思います。もし司法試験に合格して

いないけれども法曹養成としてよい教育をしているというのであれば，法科大学院における
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教員の資格試験という意味で，少なくとも法科大学院での担当科目についてだけでも，現行

の司法試験に合格していただきたいと思います。そうすれば，学生の辛い状況も，受験勉強

の重要性も理解できるようになるのだろうと思います。

なお，今回，民主党の法曹養成制度検討プロジェクトチームが去年の８月に作成した「中

間取りまとめ」というものも，提出させていただきました。これは資料４の１ページ以下で

す。ここでは，最初の１の（１）で，司法試験合格率が低迷していることと，法科大学院志

願者数が約４分の１にまで落ち込んだことが指摘されていまして，（２）では，司法修習の

卒業試験に当たるいわゆる二回試験について，その不合格者が法科大学院創設以前に比べて

激増していることが指摘されています。その結果として，２ページ目の２行目からの（３）

で，「これら客観的状況に照らせば，『司法制度改革』の意図した『法科大学院を中核とした

法曹養成制度』が蹉跌を来したことは明らかであり」としています。そして，そのページの

一番下の行から次の行にかけて，「１において指摘した通り法科大学院が期待された教育効

果を上げていないにもかかわらず，法曹を志す者に対して法科大学院での勉強を強制する合

理的な理由はない。」とも言っています。これは，法科大学院における教育について，私の

認識に近いものと言えると思います。参考にしていただければ幸いと思います。教育の質に

ついての私の意見は以上です。

○佐々木座長 それじゃ，ほかの方からどうぞ。それじゃ，井上委員。

○井上委員 和田委員が言われた点ですけれども，そういう例があったであろうことは否定す

るつもりはありませんけれども，そこから先の御発言は過度の一般化ではないかと思います。

特に研究者教員について和田委員が非常に厳しい御意見をお持ちだということはわかりま

したけれども，問題は，研究者か実務家かということではなく，飽くまで法科大学院にふさ

わしい教育能力を持っているかどうかということであるはずです。私は，恐らく和田委員よ

り数多くいろんな法科大学院を見ていると思いますし，創設以来ずっと教育現場で教えてき，

またアメリカのロースクールで教えたこともあります。そういう経験に照らして見て，正直

首をひねらざるを得ないような教員も，少なくとも当初は，一部にいたことは確かです。し

かし，それは学者教員に限ったことではない。７４も法科大学院が立ち上がってしまったた

め，教員の数をそろえないといけないということで，従来型の教員をそのまま法科大学院に

持ってきたところもあって，和田委員が言われているところも完全に間違いとはいえず，実

際への適用とかを考えず，専ら自分の狭い関心領域に閉じこもって，それを掘り下げている

ようなことを法科大学院の授業でもやるという人が，ごく一部ですが，いたことは事実であ

り，私も実際，見聞したことがあります。しかし，そういうのは，そもそも，実定法学，実

社会に密着した分野を扱う法律学の在り方としても，非常に不適切だと私は思いますので，

その意味で，教員としても問題があるというふうに思います。そういう人を前提にすると，

実務家の方の方がまだましだというふうに思われても不思議ではありません。

しかし，一般的に実務家の方が研究者教員に比べ法律基本科目について十分な教育ができ

るかといいますと，もちろん実務家にも優れた方は数多くいることは間違いないですけれど

も，そういう人ばかりかというと，そうではなく，私が見聞きした中でも，かなり高名な，

あるいは立派な実務家としての経歴を持っている方，中には司法研修所の教官をなさった方

なども，特に当初は法科大学院の基本科目を教えていましたが，その授業内容や試験問題，

成績評価の仕方などを見せていただくと，問題のある例も少なからずありました。ですから，
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研究者教員か実務家教員かという二者択一的な問題設定をして，その一方に決めつけるとい

うのは適切ではないと思います。

ロースクール，さらには新しい法曹養成制度の趣旨に照らし，かつ，司法試験合格後，司

法修習で実務的な知識とか技能を教わることが予定されていることをにらみつつ，ロースク

ールで何を分担するべきかを考えてみますと，特に法律基本科目については，やはり法理論

教育が中心に置かれるべきだと思います。そこで「法理論」というのは，和田委員などが念

頭に置かれているような学者の独自の世界といったものではなく，あくまで実定法学ですの

で，それぞれの基本的な法律の仕組み，その趣旨，その背景にある基本的な考え方，そうい

ったことを体系的かつ実質的に理解してもらうということ，これは非常に大事なことであり，

優れた実務法曹の方々と話しても，ロースクールで先端的な知識だけ教えてもらっても，そ

れはすぐ陳腐化するので，そういうことではなく，新たな問題や今まで考えていなかった状

況に直面したときに，それを解決していくだけの応用力が必要で，そのためには，基本的な，

例えば民法なら民法の基本的な部分についての体系的でかつ深い理解が必要だとみなさんお

っしゃる。そういうことを徹底して教育するということ，もちろん，それだけじゃないです

けれども，そこにロースクールの中心的役割があると思っていまして，これにふさわしい教

員をどういうふうにそろえ，あるいは育成していくのかということだと思うのですね。司法

制度改革の際も，この教員については，スタート時点では，実務家も研究者も法科大学院の

教員向けに教育されてきたわけではありませんし，そういう経験もない，そういう人を前提

にスタートせざるを得ないけれども，それは過渡的なことであって，いずれはその区別はな

くなっていくだろうという考え方に立っていました。実定法の専担者は法曹資格も有し，望

むらくは一定程度の実務経験も有している人の中から，研究もできる人を育てていこう。ア

メリカのロースクールの先生たちはまさにそうですけれども，そういう教員を育てていこう

ということで，実際にこれまでも，力を入れてきたつもりです。

例えば，東大の場合，従来は，学部を卒業したらすぐに研究室に入って外国法の勉強とか，

いろいろな学問的基礎固めをして研究者になっていったのですけれども，法科大学院の設置

以降は，少なくとも実定法の研究者は原則として法科大学院を出て，望むらくは司法試験を

通り，一定程度の修習とか，実務経験を積んだ上で，研究者の道に入ってもらうというふう

に，切りかえています。そういうふうにして，時間はかかるのですけれども，育てつつある

のです。そうなっていけば，研究者教員か実務家教員かといった議論をする必要はなくなる

と思うのですね。

和田委員は，全体として法科大学院の教育は駄目だとおっしゃいましたけれども，それは

過度の断定だといわざるを得ません。現に，良質の教育をやっている法科大学院は，大半を

占めているとまでは言いませんけれども，相当数あるわけでして，そういうところの教育を

実際に御覧になっていただければ，和田委員や，かつて弁護士資格を取られた方たちが，法

学部とかその他のところでどういう学び方をしたのかは分かりませんが，おそらくそれとは

大きく違ってきているはずです。そういうのを是非見ていただきたいと思います。

○佐々木座長 ありがとうございました。

それじゃ，教育問題は，もうこれからもやらなくちゃいけないんですけれども，重要な問

題ですので，どうぞ，丸島さんから。

○丸島委員 教育の質の問題は大きな問題だと思います。今の御指摘との関連で言うと，司法
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制度改革審議会の意見書が発表された後に様々な基準を設けて法科大学院が設立されました

が，結論的に言うと，当時の教育力といいますか，法曹養成のための教育を支える人的イン

フラを前提にすると明らかに過大な設立数だったということは，やはり共通のコンセンサス

となっているのではないかと思います。９０幾つの法学部がある大学のうち７０幾つで法科

大学院が設立されました。しかし，法科大学院は，実務と理論を架橋し法曹の養成に特化し

た専門教育を行うものであり，しかも，少人数，双方向多方向的な教育を行うという中身で

あります。これは恐らく私たちがこれまで経験したことのなかったような新しい試みの法曹

養成教育を行うわけでありますが，その担い手としての教員の態勢というものが制度スター

ト時に我が国にどのぐらい整えられていたのだろうかという問題があったのだろうと思いま

す。これは，研究者，実務家，両方含めてだろうと思います。

その意味では，教員の採用についても，本当は教育力というものがきちっと評価されるべ

きであって，これは審議会意見書にも指摘されていますが，それがなかなか一定の基準で選

任することが難しかったのだろうと思いますが，従来の法学部流の授業がそのまま法科大学

院に流れ込んでいるという面はやっぱり否めないと思います。そういう意味で，少数の，少

数と言ったら言い過ぎかもわかりませんが，一定数の限られた数の教員を奪い合う。奪い合

うという言葉が適切でないかもわかりませんが，その結果として，地方の法科大学院も大変

頑張ってきておられますけれども，そうした大学の先生方も次々と有力校に引き抜かれてい

くと。そういうふうな状況があらわれていて，教育水準の格差というものが顕著になってき

てしまって，合格率だけで評価することは正しくないと思いますが，しかし，目に見えた形

では，合格率の大きな差という形でもあらわれているというふうに思います。

今のこの現状をどのように変えていくのかということが問われていますが，従来からの指

摘にもあるとおり，審議会の当時に恐らく皆さんが考えておられたのは，当時の態勢から見

て３０校とかそういうところから法科大学院はスタートするのではないかなということがお

およその共通認識としてあったのではないだろうかと思います。そういう出発点に立ち戻っ

て，法科大学院の態勢を再編成するということを，ここで考えるべきだろうと思います。そ

ういう観点からすると，このように過大な規模となった法科大学院をどう再編成するのかと

いう問題ですが，統廃合の議論が一つありますし，そしてもう一つは，全体としての総定員

数をどう絞り込むのかという問題があるだろうと思います。併せて，これは後で出てくると

思いますが，統廃合と定員削減の結果として，有力とされる一部の大学院に多くの教員人材

も学生も集中するということは，やはり審議会の意図したものと違うわけでありますから，

そういう意味で，全国にどのように適正なバランスのとれた法科大学院の配置をするのかと

いうことが，今同時に問われていると思います。

この間文科省が様々な努力をされてこられたということは，これまでも多くのことを伺っ

てきておりますが，さて，公的資金その他のいろいろな支援の在り方の見直しだけで，今こ

の厳しく問われている法科大学院制度に対する信頼を取り戻せるだけの絞り込みができるの

かというのは，やや疑問に思うところでありまして，この検討会議では，やはりそこは新た

な枠組みの中で，現状に即してどのように適正規模に絞り込むのかということについて制度

的な改善のメッセージを明確に打ち出す必要があるということは従来申し上げているとおり

であります。そのようなことを踏まえて，本日の次の課題であります定員であるとか，ある

いは大学数をどうするのかという議論に進んでいただければ有り難いと思います。
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○佐々木座長 ありがとうございました。

ただいま丸島委員から，既に言及されたように，定員とか設置数とかいうことも今日は議

題に出ております。実は教育の質の向上の問題で，一つ大きいのは，未修者の問題ですが，

これは，実は次回でこれを取り上げたいと思っているということもありますので，そのとき

に教育の問題も更にもう一度，今日の議論を踏まえて，また御議論いただくという機会もあ

ろうかと思いますが，もしとりあえず，今日の定員，設置数，これも大変皆さん御関心の向

き多いと思いますし，認証評価がどれだけあるかは，これはちょっとやってみないとわから

ないですけれども，定員・設置数の方に話題を，丸島さんの御発言をてことして，ちょっと

移させていただいて，決して教育の問題はこれで終わりだということではございませんので，

その点は確認した上で，法科大学院の入学定員や，今お話あった統廃合を含む組織見直しに

つきまして，お願いしたいというふうに思います。

先ほど文部科学省から，公的支援の見直しを通じたこれまでの改善施策について報告があ

りました。そのようなことも踏まえて，既に丸島委員から御発言あったわけでありますが，

今後どのような点を検討すべきかということにつきまして，委員各位から御発言があれば伺

いたいと思います。では，清原さん。次に，田中さんにお願いします。

○清原委員 ありがとうございます。三鷹市長の清原です。

プロセスを重視する法曹養成制度における法科大学院の意義については，本日，板東局長

が資料２－１の６ページに整理をしてくださいました。すなわち，法科大学院というのはや

はり一定の有効性をこの間示してきたということは言えると思います。したがいまして，私

の立場としては，法科大学院の意義について一定の評価をする立場であり，また，文部科学

省が整理してくださった，今日の資料にヒントを得ながら発言をしたいと思います。

まず，文部科学省では，「法科大学院入学者と司法試験合格者のミスマッチによる合格率

の低迷」というのがやはり重要な課題であるとしています。ですから，法科大学院は一定の

有効な教育をしているけれども，しかし，現実的には入学者と司法試験合格者のミスマッチ

というのがどうしても大きな問題であって，実際，１回目の受験生は２５％で，累積でも４

４％という現実をどうとらえるかということです。私は，このミスマッチの状況が，また悪

循環として，有為な人材が法科大学院を受験するという意欲を妨げているということになっ

ていると思います。

そこで，私は今日，資料２－１の７ページに，この課題に対して「教育体制の見直し」と

して取り組んでこられたものの中の，「入学者の質の確保」というところにもう一つ注目を

したいと思っているんです。「定数」とか「設置数」を考えていくときに，この「入学者の

質の確保」という入り口のところも大事だと思っています。そこで，今日の御報告にもあり

ましたように，一つの目安としては，「競争倍率を２倍以上確保する」ということもありま

すが，「適性試験」の事柄についても文部科学省としては触れられています。従来から実施

している「適性試験」をより有効に考えていった場合，どのぐらいの適性のある受験生が合

格できるかという，何かちょっと受験生には申し訳ないんですけれども，要するに適性のあ

るなしの判断はもちろん難しいんですが，適性のある学生に対して教育をしていくという場

合と，適性が乏しい学生に教育していく場合では，「教育の質」と言われますけれども，や

はり教育の在り方というのも難しくなってくると思うんですね。

と申しますのは，こういうデータも欲しいなと思っています。すなわち，適性試験をどの

資料３



17

ぐらい大学では活用されているのか。そして，その適性試験の値と入学された後のその学生

の成長度，あるいは司法試験への合格度，それは本当に相関関係があるのか，ないのか。な

いとしたら適性試験が無意味になるんですが，あるとしたら，やはりそれを一つの指標とし

て，今まで適性がないけれども，もし定数があるので水増ししていたとしたら，それは学生

にも申し訳ないことだから，適正化を図っていかなければならないのではないかなと思いま

す。

そして，この「定員」や「設置数」ですが，「定員」については，私は，「学生満足度」と

関係があるのではないかなとも思っています。先ほど，一橋大学を視察されたときの丸島委

員の御報告で，未修と既修の定員のバランス，そして，総数のバランスの中から相対的によ

い授業ができて，結果として司法試験への合格率も高いのではないかというような御説明が

ありました。私は，これはもちろんそういう「結果」として出てくるものですが，裏側とし

て，しっかり「学生満足度」というのも置いていただきたいと思っています。相対的に多い

人数でも適応できる学生もいるかと思いますが，やはり適正な「定数」，あるいは授業をす

るときの教室での受け入れる人数，そうしたものを考えて「定数」を決めていくということ

も必要ではないかと思います。そうなりますと，「定数」を考えるときに，やはり法科大学

院が置かれているのは司法試験を受験することができる資格を付与できるという大いなる役

割があるわけでございますので，その部分でのみ「教育の質」であるとか「定数」であると

か評価されがちになります。けれども私は，法科大学院はもちろん司法試験に受験できる資

格を持つという大きな使命があるとしても，（合格率が）１００％にはならないであろうと

いう，これまでの経過からの認識もございます。したがいまして，法科大学院で学んだ学生

が，たとえ司法試験に合格しなくても，あるいは受験しなくても，そのことによってその数

年間の学びが社会的に評価されるような指標ももう一方でしっかり持っておかないと，単に

「教育の質」にしても「定数」にしても，司法試験に合格可能な在り方だけが追求され過ぎ

てしまうという，過度な反応を気にする者の一人でございます。

この間，文部科学省では，高等教育局としても，あるいは中教審としても，かなり踏み込

んで，この法科大学院の改革に取り組んでこられたと思います。しかしながら私は，文部科

学省あるいは高等教育局，中教審としてなさる，かなり高い水準までもう取組はしていらっ

しゃるのではないかなと思いますし，それに対して法科大学院がどうこたえて，「定数」を

これ以下にするのか，あるいは統廃合するのか。その意思決定に各法科大学院の意思を尊重

したいと思いつつ，ある時期になりましたら，やはり文部科学省の取組だけではない動きを

ひょっとしたらしなければならないということをこの会議は求められているかもしれないと

いう，重い責任を再確認したところです。

そこで，最後にもう１点だけ申し上げますが，統廃合する適正化を図るときに，私はやは

り地域の立場でございますので，過度に一極やあるいは数極に集中するのは望ましくないな

とも思います。経済的な支援が最大限保障されているとするならば，私は，都市部に，ある

いは東京や関西地域に集中してもいいとも思うのですけれども，しかし，経済的な支援が最

大限ではない現状の中では，やはり各地域に一定の法曹を志す学生がいる限り最適なバラン

スを考えながら，各県に１校ということにはならないかもしれませんけれども，地方にやは

り一定の確保というのがあるということも，地方自治体の仕事をしている立場としては申し

上げます。たまたま私は東京ですので多数法科大学院があるので，三鷹市長としてはこのま
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までいいかなと思うんです。でも，そうはいきませんで，北海道も，九州も，四国も，それ

ぞれの地域にやはり一定の確保は必要なのかなという思いも申し上げておかないといけませ

ん。何か非常に地域格差が生じるような配置になることだけは避ける方向でまとまればなと

思っております。以上です。ありがとうございます。

○佐々木座長 それじゃ，田中委員，どうぞ。

○田中委員 御指名いただきまして，ありがとうございます。

今回のテーマである教育の質の向上と法科大学院の定員・設置数という問題を検討するに

当たっては，前回の会議で取り上げられた法曹志願者の減少の要因をもう一度きちんと整理

しておく必要があろうかと思います。前回の会議において，国分委員から，医師養成の例か

ら見た現在の法曹養成システムに対する率直な御意見がございましたけれども，その貴重な

御意見は今回のテーマの議論にも生かされるべきであろうと考えておりますので，法曹志願

者減少の要因に関わる議論に絡めて発言することをお許しいただきたいと思います。

法科大学院が高等専門教育を付与する教育機関である以上は，学生にとっては，入学金・

授業料などの経済的な負担が生じますし，また，旧司法試験当時と比較すると合格者の平均

年齢が若くなり，その受験のために長い間不安定な状態に置かれていた志願者の数も少なく

なっているとはいえ，資格取得までに相応の時間的負担を伴うことは避けられないところで

あります。多くの者が法科大学院を目指すようになるには，このような負担を軽減するため

の支援という要素が重要であることは言うまでもありません。ただ，支援といいましても，

ほかの専門職との関係もございますので，そこにはおのずから限界があることも事実であり

ます。

このような点も踏まえて法曹志願者減少問題の本質的な視点について改めて考えてみます

と，それは，志願者が経済的・時間的負担を負って努力すれば，それなりの成果が得られる

という見通しを持てるかどうかという点ではないかと思います。法科大学院の設置当初に志

願者が多かったのは，そのような期待と見通しが志願者の間に広く存在していたからではな

いかと思われます。しかし，現在の司法試験合格率を見ますと，平成２４年の単年度合格率

は約２５％と低迷しておりますし，一部の法科大学院を除けば，全体として，負担と成果の

バランスの見通しが崩れております。これが当初に比べて志願者が減少している大きな要因

ではないかと考えております。

現状では，志願者にとって最終獲得目標への見通しがつきにくい状況が存在するために，

志願者の法曹適性の見極め時期が遅過ぎる結果になっているところに大きな問題があると思

います。したがって，適性判定をなるべく早い段階で行うことができるような方策を考える

ことができれば，志願者のほかの進路への変更も容易となり，法科大学院に進学することの

リスクを軽減することにもなるのではないかと考えております。

一方で，志願者が増えれば入学者の質も確保されるという関係が一般的にはあろうかと思

いますので，法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成を前提とする以上，まずは

志願者を増加させる取組として，司法試験の合格率の向上に資するための方策を検討しなけ

ればならないと思います。司法試験の合格率が向上すれば，教育全体にも余裕が生まれ，本

来の理念に沿った多様な教育も実現され，目先の司法試験にとらわれて法科大学院が受験予

備校化するといった事態も避けられるはずであります。

そこで，法科大学院制度に対する信頼性と安定性を高めるということも非常に重要な課題
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であると考えております。単に合格率を上げることを重視するあまり，入学者の質の維持・

向上がおろそかにされてはならないことは言うまでもありません。入学者の質が確保されな

い限り，司法試験の合格率の向上を望むことはできませんので，質の維持・向上を図りなが

ら合格率を上げ，法科大学院制度に対する信頼性と安定性を高める。そうするためには，法

科大学院の制度設計上の条件とされた適正な教育水準の確保という点を重視しなければなら

ないことになります。そういたしますと，まず目指すべきは，多数の志願者から適性があり

有望な人を厳選して入学させ，質の高い教育を施し，このような教育の成果を身につけた人

が高い割合で司法試験に合格していくという，そういったプロセスを確立していくことが重

要であると考えます。

これまで述べたような観点からいたしますと，現状では，法科大学院の定員の削減や整理，

統廃合などの組織の見直しをすることが最も重要な課題になります。その点では，今，清原

委員が言われたような具体的な考え方についてもいろいろと検討していかなければならない

と思いますけれども，まず，大枠としての一つの考え方としては，司法試験の合格率につい

て，改革審の意見書のいう「約７割から８割」という数字は，法科大学院において充実した

余裕のある教育がなされているという前提として妥当する数字であろうかと考えられます。

そこで，少なくとも累積合格率７割ないし８割を目指し，その上で，法曹人口との兼ね合い

を考えながら，定員と設置数の規模を検討していくというのも一つの方向ではないかと愚考

しております。

最後になりますが，冒頭の文部科学省の説明資料の関係で，更なる資料提出のお願いをし

ておきたいと思います。

本日提出された説明資料の９ページ記載の法科大学院の入学者数の推移によって，全ての

法科大学院に平均的に分布していた法学未修者が，平成１８年度から平成２４年度にかけて，

全体を通じて大幅に減少してきたという事実を大変よく理解することができました。ところ

で，その法学未修者の入学者数の縮減につきましては，司法試験でこれまで低迷してきた法

学未修者層が減少して合格率が向上する可能性があるという反面，入学者数の減少自体が多

様なバックグラウンドを有する人材の確保を困難にするおそれもございますので，この検討

会議では，入学者数が大幅に減少した結果，法学未修者が今後どのような状況になることが

想定されるのかという見通しも踏まえた上で，多角的に議論を深めていく必要があろうかと

思っております。そこで，議論を更に深化させるためにも，文部科学省の方で，入学者数の

減少によって法学未修者が将来どのような状況になることが考えられるのかという点につい

て，この入学者数だけではなく，ほかの幾つかの想定されるパターンをシミュレートしたも

のを提示していただきたいと思います。以上が資料提出のお願いでございます。

○佐々木座長 ありがとうございました。

ちょっと御発言を続けていただきますが，今日は資料５が日弁連から出されておりますの

で，大変申し訳ないけれども，５分ぐらいでお願いしたいと思います。それから，評価の問

題がこの設置数の問題とかほかの問題とも絡む可能性がありますので，認証評価にかかわる

ことにももし御意見があれば，その次の議題もそれで片付きますので，御発言をいただけれ

ばと思います。萩原さんや手を挙げられた方に申し訳ないですが，ちょっと日弁連の説明を

聞いてから，また御発言をお願いします。

それじゃ，どうぞ。
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○橋本オブザーバー 御発言の機会をいただきまして，ありがとうございます。日弁連の資料

５の２枚目の上下のあるポンチ絵を前提として，発言をさせていただきたいと思います。

法科大学院の上げてきた成果につきましては，先ほど文科省の方から御説明がありました

ので省きます。

日弁連としては，法曹養成制度の現状に関しまして，「法科大学院の乱立と教育力の格差

の顕在化の中で，修了者の資質が問われるとともに，司法試験合格率の低迷，修習生の就職

難，貸与制導入による経済的負担の増大等が相まって，制度当初と比べまして法曹志願者が

激減するという，実に憂慮すべき事態に立ち至っている」と認識しております。

そこで，問題の解決でございますが，やはりそれぞれの原因を速やかに除去する必要があ

ると考えております。解決策の大枠を申し上げますと，第１に，法科大学院の統廃合・定員

削減を迅速・強力に推し進めることで，規模の適正化と教育力の強化を図って司法試験合格

率を高めること，第２に，年間合格者をまず１，５００人に減員し，あわせて法曹の活動領

域拡大のための施策を定めて活動を行うことで，就職難等の問題に一定の解決を与えること，

第３に，給費制の復活を含め法曹志願者への経済的支援を強化することで，法曹への窓口を

実質的に広げること，になります。要は，経済的支援等を充実させながら，現在の法曹養成

の規模を全体としてスリム化し，内容的に充実させるという意味で実質化していくというも

のです。

そこで，第１の統廃合等ですが，これは先ほど来御議論がありましたとおり，教育の質を

高めるとともに，修了者の多くが司法試験に合格するという法科大学院本来の制度設計に沿

った状況を実現するためのものですが，それには相当大幅な定員の削減が必要となります。

今日の事務局資料３の中の資料７，通しの９ページを御覧いただきたいと思います。この

「累積合格率別に見た法科大学院の修了者数シミュレーション」表の合格率７０％の欄を御

覧いただきますと，合格率を７０％とするための法科大学院の修了者数は，司法試験合格者

が年間２，０００名で２，８５７人，１，５００名で２，１４２人となっています。定員数

は，途中でお辞めになる方等がおられますので，ここにいう修了者数より１～２割ほど上回

ることになりますが，いずれにしても，この数字を見る限り，統廃合等に関しては，今年の

実入学者総数３，１５０名を相当大幅に下回るまでの定員数の削減が必要となることを念頭

に置く必要があることになります。そして，予備試験合格者数は，この外数になるというこ

とに特に御留意をいただきたいと思います。

さて，日弁連は統廃合等については法的な裏付けを持って行う必要があると考えておりま

す。既に文科省の方で行われています公的支援の見直しにとどまらずに，法的な裏付けを主

張するという理由は２つございます。１つは，補助金の削減というのは体力のない法科大学

院に撤退を促す手法でございまして，必ずしも必要なものに絞るということを意味しないと

いう点です。この点は，次の適正配置の理念にも絡んでいます。２つ目は，何といっても効

果が現れる時期が不確定でございまして，スピードの点で問題が残るという点です。統廃合

等の効果が実際に合格率に反映するのは，それがなされてから数年の後でございまして，そ

の間の入学者数は，その後も複数回受験という形で合格率にマイナスの影響を与え続けるこ

とになります。したがって，この問題の解決を補助金の削減等の緩やかな手段だけにゆだね

ますと，その間にかえって問題が深刻化させかねないという大きな難点が感じられます。そ

こで，自主的改善努力を踏まえつつも，法令上の措置に基づいて，速やかに法科大学院の統
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廃合を実施することが必要だと考えております。法令上の措置といたしましては，例えば，

先回お話の出ておりました合格率等の一定の要件を満たさない法科大学院に関しては，その

修了者に対して司法試験受験資格を与えないというようなものが考えられるかと思います。

次に，大学院の定員でございますが，現在，関東，関西の二大都市圏に集中する定員１０

０名以上の大規模校１０校だけで，実に学生定員総数の４割，入学者総数の半分近くを占め

ておりまして，一種の寡占状態にあります。したがって，定員の大幅な削減による合格率の

向上を図る場合には，大規模校の定員の削減がどうしても必要だと考えております。また，

双方向の少人数教育の徹底・充実という観点からは，学生数を適正規模に限定する必要がご

ざいますし，教員と学生の大都市への集中の回避という観点からも，上限を定めるなどの方

法によりまして，大規模校の定員を絞り込むことが適切と考えられます。

ちなみに，医学部の定員は総定員数が８，９００人ほどございますけれども，最大の学校

でも１２５人ということになってございます。

反面，統廃合に当たりましては，地域適正配置への十分な配慮が必要だと考えます。法科

大学院の地域適性配置は，地方への支配の浸透とか司法過疎の解消に資するという見地から，

重要な意味を持っております。例えば，今日，その資料の最終ページ（緑の資料）を御覧い

ただきますと，地方法科大学院の修了者の地元弁護士会登録率は６２％，近隣のブロック内

の弁護士会の登録率は７７％と，高い地元定着率にあることが見てとれます。また，地元に

法科大学院が存在することは，地元志望者の経済的負担を大きく軽減させるだけではなくて，

地域での臨床教育を通じた司法アクセスの向上とか，研究者と地方法曹の協働による教育・

研究などの地域司法の充実，さらには，地方自治，地方分権を支える人材の育成という観点

でも重要だと思われます。したがって，合格率という点ではおおむね厳しい実情にございま

すが，現在行われている改善努力の成果が現れるまでには時間を要するということも踏まえ

まして，当該地域における存在意義や改善努力の状況等を総合考慮した上で，必要があると

認められる一定の地方法科大学院には，統廃合等の判断に当たって，時間的猶予を与えるな

どの特例措置を認めるべきだと考えています。

事は夜間大学院も一緒でございます。夜間にも授業を行う法科大学院は，収入の道を断つ

ことのできない学生や社会人にも働きながら学ぶという機会を提供し，広く法曹への門戸を

開くという意味で多様性に資するものでございまして，十分な存在意義が認められると考え

ます。したがって，夜間法科大学院は，これも合格率の点では苦戦を強いられておりますけ

れども，運営・設置に伴う格別の困難を考慮し，同様に時間的猶予などの特例措置を認める

べきだと考えています。以上です。

○佐々木座長 ありがとうございました。

それでは，これで資料は終わりましたので，あとは時間の範囲内で御意見を伺うというこ

とで，先ほど挙手されました萩原委員から，どうぞお願いします。

○萩原委員 すみません，ありがとうございます。

ただいま弁護士会からの御説明を聞いていたら，意見の半分ぐらいはもう言われたという

感じでございますけれども，まず，この法科大学院の定員あるいは法科大学院の数の規模の

問題については，私はこの２回ほど都合で休んでおりますけれども，いろいろ検討するスタ

ートは法曹人口の問題だろうと。法曹人口のところの司法試験の合格者の水準をどの程度に

持っていくかというところがまずベースで，その上に法科大学院で７割，８割の人たちが司
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法試験に受かるというような段取りの中で，全体の規模の問題が議論されるべきだという点

では，田中委員のおっしゃっているとおりだというふうに思っています。

私は，今申し上げたかったことはそのことではなくて，現在の規模が非常に過剰であると

いうことについてはほぼ共通の認識があるんだろうと思いますけれども，これを加速して適

正なところに収めるためには，公的支援とか人的支援の問題だけでこれはやっていけるんだ

ろうかと。百年河清を俟つとは言わないけれども，相当時間がかかると。その割には整理し

なければならない，あるいは縮小しなければいけない部分が大き過ぎるのではないのかと。

したがって，問題があることを認識しながらも，何らかの法的な措置を講ずる必要があるの

ではないかと。したがって，是非この場に，具体的な法的な措置，先ほど弁護士会からも幾

つか例が出されておりますけれども，どういう措置が考えられるのか，また，そういう法的

措置を講じることによって具体的にどんな問題が出てくるのかというようなことも含めて，

この場で具体的な検討をさせていただき，皆さんで議論をしていく必要があるのではないか

と，そんなふうに考えております。

適正配置の問題は，これは経済界でももう長いこと，一極集中を避けて，経済的にも分権

化を進めて地方を活性化していこうというようなことで，道州制の問題を議論しているわけ

ですけれども，地域的にもある程度のバランスというか広がりを持って，きちんとした法科

大学院を置いていくというようなことを検討するならば，この道州制の区割り，まだ決まっ

ておりませんけれども，そのような地域割り（案）も参考にして，是非この検討をしていた

だければ有り難いなと。道州制の核になるようなところには必ず１つの法科大学院は必要だ

と。それで，人口とか交通の利便性とかいろいろ考えて１つプラス，２つプラスになるのか

というようなことも含めて考えていく必要があるのではないのかなと，そんなふうに考えて

おります。以上です。

○佐々木座長 どうもありがとうございました。

井上さんからあって，ほかに手は。ちょっとこっち側は，今日は余り私，顔を向けなかっ

たんですけれども。

それじゃ，久保さん。悪いですけれども久保さんから，それから井上さんにいきます。

○久保委員 基本的には，今，萩原委員がおっしゃった法曹人口に関する意見に賛成なんです。

その手掛かりは，事務局が作成した資料７の中のシミュレーションにあると思うんです。今

の社会が必要とする一定のレベルを持った法曹，この人材を確保するためには，その裾野で

ある法曹志願者，それをどのぐらい確保すべきなのかというふうなことから逆算して，法科

大学院の在り方というものを考えるべきではないかなというふうに常々思っているんですが。

そういう抽象的なことはともかくとしまして，文部科学省から御説明いただいたように，

公的支援の見直しを背景として，法科大学院に自主的あるいは自立的な改善を促す，そうい

う一連の手法ですが，その中身を読んでみますと，なかなか厳しいものです。法科大学院も

真剣に取り組んでいると見られることから，さらにその成果を基本的には見守っていく必要

があろうかと思います。しかし，先ほどから丸島委員以下皆さんが御指摘のように，なかな

か結果を出せない法科大学院が一定程度存在する。であるとすれば，皆さんの御指摘のよう

に，法科大学院の適正な数とか配置とか入学定員の在り方とか，そういった基本的な問題に

踏み込んでいく必要があるだろうと思います。その踏み込み方も，やはり先ほどのシミュレ

ーションではありませんが，この１０年間にいろんなデータが蓄積されてきているわけで，
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そういうデータを踏まえて早急に議論を行い，具体的な回答を得ていく必要があると思いま

すし，今はそのタイミングではなかろうかと考えます。あるいは言葉を換えると，この会議

の役割でもあろうかと感じております。以上です。

○佐々木座長 それじゃ，井上さん。

○井上委員 統廃合と定員削減の問題ですけれども，統廃合につきましては，文部科学省の資

料にありますように，特に苦戦しているというか，成績が伸びないところの学生数というの

は，全部合わせても実数ではそれほど大きな数ではなく，統廃合したからといって全体的な

学生数を大きく減らすというものではありませんけれども，法科大学院全体に対する信頼を

損ねている面があることは確かなので，統廃合というものを進めて，全体としての信頼を回

復，あるいは確保するよう図らざるを得ないという点では皆様と意見は一致しています。

この点で，文部科学省は手ぬるいというふうな評価がありましたけれども，公的な支援を

削減あるいは停止するということ自体，文部科学省としては非常に踏み込んだ措置なので，

中教審の委員会で見てきた者としては，非常に大胆だと思ったのですけれども，確かにスピ

ードという意味では時間がかかるという問題があって，今のような危機的な状況では，皆さ

んおっしゃるような方向というのは考えざるを得ないと個人的には思います。ただ，前から

申し上げているように，具体的方法論に踏み込んだ議論をすることが大事で，ここは萩原委

員と意見が同じです。

容易に思いつく方法としては，法科大学院の認可を文部科学大臣が取り消すということ，

法務大臣が受験資格を認めないこと，この２つですが，認可取消しについては，法令違反が

ない限り認可を取り消すことはできないという考え方でずっとやってきていますので，果た

して法的措置をとるということだけで変更できるものなのかが問題になります。他方，受験

資格の方は，もともと個人の資格ですので，特定の法科大学院の修了者だという理由で受験

資格を認めないということが正当化され得るかどうか。私自身は，そういうことも考え得る

とは思っているのですけれども，詰めた議論をする必要があると思います。

もう一つは定員削減ですけれども，こちらの方は，まず学生数の実数を見ていただくと，

さっきお話にあったように，今年の入学者は３，１５０名で，来年の入学者は多分もっと減

ると思いますが，まずは，そういう実数を踏まえ，それに近づけるよう，定員を見直すとい

うことが必要だろうと思っています。

その中身ですが，適正配置の問題と大規模校の問題を日弁連の方が提案されましたが，い

ずれも問題があると私は思います。適正配置ということが重要だということは私も否定する

わけでなく，むしろ，地域を重視すべきだという意見をずっと持っているのですけれども，

現実を見ると，その点を最優先に考えられる時機では既になくなっている。最初に，実績を

あげていないところは統廃合を考えるべきだと提案されたことと矛盾するのです。確かに大

都市圏でも成績が振るわないところは少なからずあります。しかし，さっきの分布図を御覧

になればお分かりのように，非常に難しい状況にあるというカテゴリーに，地方の法科大学

院のほとんどが該当しているという状況にあるわけです。それを，地方に所在するからとい

って，例外扱いするというのは，最初におっしゃった御趣旨と矛盾しているように思われま

す。むしろ適正配置ということの本当の意味は，そこにあるということではなく，最終的に

は弁護士過疎の問題。これは清原委員も言われたように，まだ十分解消していない。そうい

うところに法曹，特に弁護士がいるようになる，そういうところで活動し地域の人に十分な
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法的サービスを提供することができるようになる。これが最終目標だと思うのです。そのた

めに何をすべきかという発想で考えるべきで，その意味で，一極集中とか寡占状態は私もよ

くないと思いますが，例えば，さっき萩原委員が言われたように，ブロック単位で考えて拠

点校主義にするとか，あるいは奨学金の優先枠を設けるとか，そういういろんな措置の組合

せで考えていくのが現実的ではないかと思います。

大規模校の定員削減については，私は大規模校の一つに属していますので，非常に話しづ

らいんですけれども，大規模校を代表するという意味ではなく，この制度にずっとかかわっ

てきた者として申し上げると，大規模校の多くは，さっきの資料に見るとおり，善戦してい

る。かなり良質の教育を提供しているのに，全体としての学生定員を減らす，特に大規模校

の定員を減らせば中小規模あるいは地方の法科大学院にその分，学生が流れるだろうという

想定で，そのような提案をなさっておられると思うのですが，そのために良質の教育をし，

実績もあげているにもかかわらず減らしなさいと言えるだけの正当な理由が果たしてあるの

か，私は甚だ疑問だと思います。より以上に問題なのは学生との関係で，学生に良質な教育

を受ける機会を，そういう理由で減らしてよいのかどうかということと，もう一つ，それで

果たして中小あるいは地方の法科大学院に本当に学生が流れるのかというと，おそらくそう

はならないだろうと思います。日弁連の方々も，他の点では現実論をなさっているのに，こ

こではかなり甘い。常日頃，法学部や法科大学院の学生の実態に触れ，また地方で勉強され

ている学生さんたちとも何度か話しましたけれども，恐らくそういうふうには流れない。流

れるとすれば大都市，東京圏などの中規模のところに一定数流れるだけで，そういうことを

やると，全体として法曹志願者がますます法曹離れをしていくという結果になるのではない

かなと思うのですね。

大規模校は定員を見直す必要がないと申しているわけではなく，大規模校も教育の質を維

持するためという視点から，もう一度定員について見直しを行うべきだと考えていますけれ

ども，そういう視点ではなく，先ほど申したような外在的事情ないし考慮から大規模校を中

心に定員を減らせといった議論をするのは，妥当ではないと思います。

○佐々木座長 ありがとうございました。

特に先ほどから地域の配置の問題とか，そういう観点もぼつぼつ出ているんですけれども，

必ずこれ，最後になると非常に難しいことになりますが，例えば伊藤委員，何か御意見ござ

いますか，その辺のことについて。

○伊藤委員 私は去年から地方の比較的小さな法科大学院へ行くようになったんですけれども，

非常に難しい，微妙な立場にあります。井上先生のおっしゃること，よくわかるんですけれ

ども，やっぱり地方で頑張る法科大学院というのは必要だろうと。大都市だけではなくて，

地方で生活する地方の人たちの考えを見る人はできるだけたくさんいた方が，やはりこれか

らの日本を考える上では大事なんじゃないかなというふうに思います。

ちょっとその話だけではないんですけれども，法曹の教育の，法科大学院の教育の質の問

題，さっき教員の話が出ましたけれども，教員の問題，物すごく大きいことはわかるんです

けれども，やはり学生が，この合格率が非常に低迷しているものですから，落ちついて将来

の実務につながるような勉強はなかなかできない。先ほど一橋のを見ましたら，一橋ではま

だ模擬裁判をやったり英語の教育をやったりという話で，非常にうらやましいというか，い

いなと思うんですけれども，私が今弁護士をやっている同じ事務所の若い人たちに聞いても，
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最初の２年ぐらいの人は試験に落ちるなんて全然考えていないものですから，そういうプラ

スアルファのところを物すごく一生懸命やれたと，こう言うんですけれども，最近受かって

入ってくる人たちは，非常に立派な法科大学院を出ている人たちも，やっぱり司法試験のこ

とを考えて，直接司法試験に役に立たないようなところは余り落ちついて勉強しないと。こ

ういうことなもんですから，やはり私自身も，一定程度の合格率を維持するために，統廃合

とか定員削減とか，そういうのはやらざるを得ないなと，こう思います。

ただ，これは先ほど来出ていますように，法曹人口論と非常に関係する。もっと言えば，

司法試験の合格者を何人にするかということを決めなければ合格率は決まらないわけですか

ら，だからみんな全部小さくしちゃえということには，私は前から言っているように反対で

すけれども。そんなところでございます。

○佐々木座長 どうぞ，ほかの方から御発言あれば。それじゃ，田島さんで，その後，清原さ

んにいって，それと国分さんにいきます。よろしくどうぞ。

○田島委員 先日，法科大学院を見学させていただきました。もっと合格率が低いところがあ

るんだということを聞いて，個人的にも幾つかの大学院を見せていただきました。

それで驚いたこと，共通していたことは，先生方から，合格率が非常に低いということに

ついて，恥ずかしながらという言葉が一回も出てこないのです。どこの大学へ行っても，自

分のところはこんなにやって，こんなに努力していると，いいところを一生懸命お話しはい

ただいたんですけれども，だって，合格率１５％とか２０％以下で法科大学院と名乗ってい

ることがどんなに恥ずかしいことかということを，その先生たちが思っていないんです。そ

ういうところは，自浄作用で７０％とか８０％に上げていくなんていうことは到底無理だと

思いました。今はこういうことだけど，自分たちは少しでも学生のためによりいい教育をや

って，合格率を上げたいということであれば，将来に対する楽しみみたいなのはあるんだと

思います。ただ，ないです。私が回ったところはありませんでした。現状を反省して教育内

容を全面的に改善しようという意欲は全く感じられませんでした。

それから，学生さんたちにいろいろ御意見も聞いたんです。事務局でセットしていただい

たところに行って，６人の学生さんたちに聞いたんです。｢この学校は６人のうちの１人し

か合格しないんですよ。あなたたちの中で，５人は落ちる，法曹界に入れないんだと思うん

だけど，それについてどうですか」と聞いたら，みんなきょとんとしていました。自分たち

の学んでいる学校は合格率が低いわけですから，自分が法曹界に入れないかもしれないとい

う危機感が学生にもないのです。これには非常に驚きました。

そういう状況で法科大学院という名称をそのまましているというのは，おかしいことでは

ないかと思います。少なくとも法科大学院と名乗るならば，きちっと定義を決めておかない

といけないんじゃないのかなと思います。自浄作用でもってそういうものを是正するという

のは，改善していくということは，不可能ではないか。そうすると，強制的な何らかの枠組

みをつくる必要があるんではないかと強く思いました。

もう一つは，未修コースのところで驚いたのは，一橋大学は非常に合格率も高くて，授業

を見ても，さすがというぐらいしっかりした，生き生きとした雰囲気がありました。ところ

が，未修の人たちに聞いたら，どこどこ大学，法学部出身ですという人がぞろぞろといるん

ですね。しかも，偏差値の非常に高い，大学の法学部を出た人たちが未修なんです。未修と

いうのはもともと法学部を出ていない人たちのところをねらわれたんだと思うんです。
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このように合格率の高いところでも既修，未修の区別があいまいになっています。

それからやっぱり未修の人たちのところでの合格率は既修に比べると半分ぐらい，３０％

だと出ていますけれども，その未修の人の中で本当に未修，法学部を出ていない人たちとい

うのは一体，全体の合格者の中のどのくらいいるんでしょうか。未修というと，全部法学部

出身以外の人たちだと思っていました。そういうのが非常に理想的な設計でつくられたんだ

と思いますけれども，いつの間にか非常におかしな仕組みになってしまっているものが相当

あるのではないかと思います。個別の学校が自浄能力を発揮してきちっと直していくという

のは無理じゃないかというような気がしました。

○佐々木座長 じゃ，国分さん，どうぞ。特に試験の話も。

○国分委員 資料２－１の３ページで，法科大学院の参入の仕組みを「自発的創意を基本とし

つつ，基準を満たしたものを認可することとし，広く参入を認める」としたわけです。これ

を私どもが今も是とするのであれば，この検討会議は不要です。すなわち，それなりに法科

大学院をつくって，それなりに学生が入った，そして，受からないのは受からないでよいの

だ，を是としたのを，認めないということになったので，この検討会議が設けられた，すな

わち思想が変わったのだと，私は認識しました。そうであれば，大学の「学問の自由」とは

別に，法科大学院は欧米が古典的に医師，司祭・牧師と並んでプロフェッショナルと呼ばれ

る法曹を養成することが主目的であって，学問のみを行うこととは別物ですので，そこにあ

る種の規制があって当然と考えております。その際に，学生数をどのくらいにするのか，司

法試験の合格率をどの程度にするのかを大人数のこの検討会議で決めるのは大変難しいでし

ょうから，プロジェクトチームをつくって検討していけば，結論が出やすいのでないでしょ

うか。

司法試験の話で，奇異に感じることがあります。それは，累積合格率という言葉が当たり

前のように使われていることです。医学部の場合，例えば東北大学ですが，現役は９８％の

合格率，現役と特殊な事情があってか浪人していて何回も国家試験を受験する既卒者を合わ

せても９２％の合格率と聞いております。他方，法科大学院では，司法試験に初回，あるい

は２回目もあっても，いずれ合格すれば良い方です。それ以上の問題は，三振の人が少なく

ないことです。そういった人たちは，特殊な事情があって受からなかったわけではないと思

います。

司法試験と医師国家試験の求めるものの間にどういった違いがあるか，よくわかりません

が，私ども医学・医療の側では，国家試験に合格した医師がすぐに十分な診療をできるとは

思っていません。その後の教育，すなわち臨床研修や専門医研修，生涯研修の中で一人前に

なってもらうのだと考えております。医師国家試験の現役の合格率９８％は甘過ぎると言わ

れるかもしれませんが，医師になった後の種々の研修に期待しているわけです。そこで，法

曹育成でも，合格した後の研修に期待することにして司法試験の合格率を高める，その合格

率を高めるために法科大学院の入学者数を減らす，その上でゆったりと教育するのです。ゆ

ったりとした教育では現在の司法試験合格のレベルに届かないと，批判されるかも知れませ

んが，司法修習と法曹資格取得後の研修に期待する，とする考えでいかがでしょうか。

○佐々木座長 どうもありがとうございました。じゃ，清原さん。

○清原委員 時間ですので簡潔に。私は，今日問題になりました「教育の質」，それから「定

数」・「設置数」というものを今後検討していく上で，「認証評価制度」の役割，機能につい
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ても問題提起をしたいと思います。

例えば「定数」について考えるとき，「学生満足度」が高くて，しかも司法試験合格率を

向上させるような「教育の質」が担保できる定数は，各法科大学院にとって何人ぐらいなの

か。あるいは，競争性が高まって，優秀な学生が集まるような「定数」とは何人ぐらいなの

か。また，大学経営の観点から，多くの専門科目の専任教員を必要とする法科大学院の経営

が安定する「定数」というのは何人くらいなのかということがもちろん課題になるでしょう

し，「設置数」を考えるときには，「教育の質」を確保できるような「定数」を持った法科大

学院を，地域格差がないように地域バランスを持って配置するには，どういうふうな大学院

をどこに配置しなければいけないのかとか，大学経営の観点から，司法試験合格率が低い大

学が，それをほかの大学と統合したり，あるいは廃止するという重い決断をすることが求め

られるとするならば，その動機づけとなる基準は何なのか。

これは，国分委員がおっしゃいましたけれども，とにかく広く認可するということでスタ

ートしたこの制度を絞っていくとするならば，その基準として信頼できるのは何かといった

ときに，その一つに「認証評価制度」がなければいけないとは思うんですね。なぜならば，

この「認証評価制度」というのは，一般的な大学院や大学に比べて法科大学院には厳しく今

までしてきた経過がありますよね。でも，結果としては何か余り厳しくないように見受けら

れる感想は持っておりますが，どういうことかといいますと，それは，その「機関別」だけ

じゃなくて，「分野別」でもやってこられたということで，今日いただいた資料３の１５ペ

ージにそのことがつまびらかに紹介されておりますし，資料１５では，具体的には改善しよ

うということで動きも始まっているとあります。しかし，「バツ」がついて，もう駄目です

よとされた法科大学院はそんなにもないとも聞いていますし，改善すればすぐ大丈夫ですよ

になるとも聞いています。でも，本来的に幅広く開いたからこそ「認証評価制度」は厳しく

したはずではないかというふうに思っています。したがいまして，この「認証評価制度」を

より，一つには厳密にしていくというような根拠がないと，やっぱり統廃合というのはなか

なか厳しいのではないかなとも思ったりします。

結論として，是非，この「認証評価制度」についても改善をされているわけですから，よ

り厳密化するとともに，評価機関，３機関の基準の一体化あるいは公正化を高めることによ

って，やはり統廃合は大変重い課題でございますので，それに資するような内容の「認証評

価制度」に，２巡目ですから，なっていくことによって，今後議論される法令的な措置の一

つの根拠ともなっていくのではないかという感じを持ちました。以上です。

○佐々木座長 じゃ，丸島さんで終わりにします。今日は大変申し訳ないですけれども。未修

の話はまた次回にでもやりますから，今後とも議論しますので，とりあえず今日は，それじ

ゃ丸島さんの発言で終わらせていただきます。

○丸島委員 時間を超過したところで申し訳ありません。

清原委員の発言とも重なるところがありますが，一つは，統廃合のスキームとしてどのよ

うなものを考えるかということについて具体的にその各論を検討することについて，賛成で

す。そもそも審議会意見書の中でも，法科大学院が必ずしも全て受験資格を持つというわけ

ではなくて，適切な第三者評価によって適格認定を受けた法科大学院の修了者に受験資格を

認める一方で，またその認定が取り消されるということも念頭に置いた枠組みをもともとつ

くっているわけですので，受験資格の付与ということは，やはり一定の水準のところに資格
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を付与するという前提とされていることを参考にしながら，いろいろなバリエーションで具

体論を考えていくべきだろうということが１点です。

それから，適正配置と全体の定員削減の問題についてですが，まず，適正配置の問題で申

し上げておきたいのは，最近各地の地方の法科大学院を頑張って卒業し，今活躍している弁

護士の方々から，たくさんの訴えを聞くことがあります。その中で印象的なのは，法曹を志

望して勉強するならば，東京に来ればいいじゃないかと言われるけれども，現地で仕事を持

って働き始めた人たちが，例えば妻も働いている，子どもは小さい，自分が東京に行って勉

強できる環境にはない。しかし，新たな制度の下で法曹を目指したい。そうすると，２人で

子育てして保育園へ送りながら，地元に法科大学院があるからこそ自分は弁護士になれたの

だとおっしゃる。こういう方々は決して少なくありませんし，そういう声を非常に強く聞き

ます。あるいは，御自宅に高齢者，つまり親御さんの介護を夫婦で抱えながら，そして法曹

を目指して頑張っている人たちもいます。新しく作られた法科大学院というものは，多様性

の確保ということが中核の一つでありますから，こういう方々に対して，自分も法曹になれ

るという道を指し示す光を発するような制度設計であるべきだと思います。今は緊急の事態

だから，辞めていく大学院はやむを得ない。東京で勉強する人たちも，経済的な補助をすれ

ばよいだろうということだけではぬぐい切れない問題があるのではないかということを強く

指摘しておきたいと思います。

それから，大規模大学院については，健闘しているといわれるのは，合格者数などの数字

上の評価もありますが，それはやはり一つの要因は，先ほど申し上げたように優れた教員を

一生懸命集めているのです。それは今の主な有力大学というところを見ていただくとわかる

と思いますが，各地からは優秀な教員を引き抜かれたという怨嗟の声が聞こえますが，つま

り，今の悪循環といわれる状況の中で教育力が一部に集中されていく，そうすると，そうい

う法科大学院に，学生も行こうということにならざるを得ないという，このような回転にな

っているわけでありまして，教員の力を各地にどのようにバランスよく配置するかというこ

とが，やはり考えられるべきではないかと思います。

私たち弁護士の過疎対策というのも，実は難しい問題がありまして，例えば子どもの教育

のことなども含め都市部で暮らしたいと考えるのももっともなことです。しかし，いろいろ

な財政措置や政策的措置を通じて，過疎地に人を配するということを長年私たちも苦労して

やってきているわけでありまして，政策的な誘導その他によって，優秀な教員が地方にも配

置され活動できるような場をどのようにつくるかということについて是非検討をしていただ

きたいと思います。

○佐々木座長 どうもありがとうございました。

今日は各委員から率直かつ詳細にわたる御意見をいただきまして，今後の審議に，いいス

タートラインに立てたと思っております。法科大学院の定員や設置数について，皆様の御意

見を伺いますと，文部科学省の施策の効果を見ながらも，なおもう少し踏み込んだ施策が必

要ではないかというような意見が，ちょっとニュアンスは違いますけれども，いろいろな角

度から御発言があったというふうな認識を持っております。その意味で，具体的にどういう

ステップで，どのような基準に則して整理を，整理というのは頭の整理をしていくかという

ことについて，いろんな観点から御提案があったものと思っておりますので，細部にわたっ

て御意見が一致したとはなかなか言い難いところもあるんでありますけれども，しかし，ど
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のような観点から問題を整理して考えたらいいかということにつきましては，今日の御議論

を出発点にしながら，今後，私も事務局と協力しながら，少しずつ整理を進めてまいりたい

というふうに思っております。

そういう中で，専ら法科大学院というものが話題になっているんでありますが，座長とし

ては，法科大学院の人のヒアリングも一度もやらないでいいのかということについてはいさ

さか疑問を感じております。どのような話題に即してヒアリングをするのかというようなこ

とも含めましては，ちょっとお任せをいただきたいんですが，しかるべき機会に一度ヒアリ

ングといいましょうか，どういうテーマに即してお話をいただくのかは，これもちょっと慎

重に考えたいと思いますが，一度機会を設けさせていただきたいと思いますので，皆様から

も，そういうことはあっていいだろうという御承認がいただければ大変うれしく思っており

ます。そういうことを考えているということについて，少しやわらかめに，今日は最後に御

発言をさせていただきたいと思います。

終了時刻を超えましたので，本日はここまでとしたいと思います。

次回の予定を事務局からお願いします。

○松並官房付 次回は１２月１８日火曜日，午前１０時から午後零時まで，場所は本日と同じ，

法務省２０階第１会議室です。よろしくお願いします。詳細はおってお知らせいたします。

○佐々木座長 ありがとうございました。

─了─
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